
日
に

本
ほん

の　新
あたら

しい　生
せい

活
かつ

日
に

本
ほん

の　新
あたら

しい　生
せい

活
かつ

在
ざい

留
りゅう

のための手
て

続
つづ

き 在
ざい

留
りゅう

のための手
て

続
つづ

き

● パスポートと　在
ざい

留
りゅう

カード＜日
に

本
ほん

に　いるための　カード＞を　見
み

て
　ください
あなたの　在

ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

＜日
に

本
ほん

に　いる　理
り

由
ゆう

＞は　何
なん

ですか。
あなたは　いつまで　日

に

本
ほん

に　いることが　できますか。
パスポートと　在

ざい

留
りゅう

カードに　書
か

いてあります。
在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

＜日
に

本
ほん

に　いる　理
り

由
ゆう

＞を　変
か

えたいときと　日
に

本
ほん

に　いる　時
じ

間
かん

を　もっと
長
なが

くしたいときは　地
ち

方
ほう

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

＜日
に

本
ほん

に　いる　手
て

続
つづ

きを　するところ＞へ　行
い

って　
ください。

●注
ちゅう

意
い

すること
〈短
たん

期
き

滞
たい

在
ざい

＜３か月
げつ

　日
に

本
ほん

に　いることが　できる＞の人
ひと

は　働
はたら

くことが　できません〉
観
かん

光
こう

などで　日
に

本
ほん

へ　来た人
ひと

は　短
たん

期
き

滞
たい

在
ざい

＜３か月
げつ

　日
にほ ん

本に　いることが　できる＞という
在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

＜日
に

本
ほん

に　いる　理
り

由
ゆう

＞です。
短
たん

期
き

滞
たい

在
ざい

＜３か月
げつ

　日
に

本
ほん

に　いることが　できる＞の人
ひと

は　働
はたら

くことが　できません。

〈在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

＜日
にほ ん

本に　いる　理
り

由
ゆう

＞と　ちがうことを　したいとき〉
資
し

格
かく

外
がい

活
かつ

動
どう

許
きょ

可
か

＜在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

と　ちがうことを　する　ことができる＞が　必
ひつ

要
よう

になります。

〈在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

＜日
に

本
ほん

に　いる　理
り

由
ゆう

＞を　変
か

えたいときと　在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

＜日
に

本
ほん

に　いる　時
じ

間
かん

＞を
もっと　長

なが

くしたいとき〉
在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

＜日
に

本
ほん

に　いる　理
り

由
ゆう

＞を　変
か

えることは　いつでも　できます。
在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

＜日
に

本
ほん

に　いる　時
じ

間
かん

＞を　長
なが

くしたいときは　在
ざい

留
りゅう

期
き

限
げん

満
まん

了
りょう

日
び

＜日
に

本
ほん

に　
いることが　できる　最

さい

後
ご

の　日
ひ

＞の　３か月
げつ

前
まえ

から　できます。
短
たん

期
き

滞
たい

在
ざい

＜３か月
げつ

　日
に

本
ほん

に　いることが　できる＞の人
ひと

は　在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

＜日
に

本
ほん

に　いる　時
じ

間
かん

＞を　
長
なが

くすることが　できません。

〈日
に

本
ほん

から　一
いち

時
じ

出
しゅっ

国
こく

＜一
いち

度
ど

　出
で

て　また　もどる＞するときは〉　（75ページを　見
み

て　ください）
一
いち

度
ど

　日
に

本
ほん

を　出
で

て　同
おな

じ　用
よう

事
じ

で　もどってくるときは　日
に

本
ほん

を　出
で

る　前
まえ

に　再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

＜日
に

本
ほん

を　出
で

て　また　もどる　ことが　できる＞を　もらって　ください。

許
ゆる

されていないことを　したとき
在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

＜日
に

本
ほん

に　いる　理
り

由
ゆう

＞で　許
ゆる

されていないことを　したときや　就
しゅう

労
ろう

＜働
はたら

くこと＞の
資
し

格
かく

が　ないのに　働
はたら

いたときは　罪
つみ

に　なります。
在
ざい

留
りゅう

期
き

限
げん

＜日
に

本
ほん

に　いる　時
じ

間
かん

＞が　なくなった　あとで　日
に

本
ほん

に　いることは　できません。
退
たい

去
きょ

強
きょう

制
せい

＜無
む

理
り

に　日
に

本
ほん

から　出
だ

す＞に　なるかもしれません。

※ 2012年
ねん

7 月
がつ

　再
さい

入
にゅう

国
こく

＜日
に

本
ほん

を　出
で

て　また　もどる＞などの　法
ほう

律
りつ

が　かわりました。
　入

にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

＜日
に

本
ほん

に　いる　手
て

続
つづ

きを　するところ＞の　ホームページを　見
み

て　ください。
　https://www.immi-moj.go.jp/

●在
ざい

留
りゅう

＜日
に

本
ほん

に　住
す

むこと＞について　必
ひつ

要
よう

なことが　あれば
在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

＜日
に

本
ほん

に　いる　理
り

由
ゆう

＞や　在
ざい

留
りゅう

期
き

限
げん

＜日
に

本
ほん

に　いる　時
じ

間
かん

＞を　変
か

えたいとき、
再
さいにゅうこく

入国許
き ょ か

可＜日
に

本
ほん

を　出
で

て　また　もどる　ことが　できる＞が　必
ひつ

要
よう

なときは　姫
ひめ

路
じ

港
こう

にあ
る　大

おお

阪
さか

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

神
こう

戸
べ

支
し

局
きょく

姫
ひめ

路
じ

港
こう

出
しゅっ

張
ちょう

所
じょ

＜日
に

本
ほん

に　いることが　できる　手
て

続
つづ

きを　するところ＞へ　
行
い

って　ください。
わからないことが　あれば　聞

き

いて　ください。

姫
ひめ

路
じ

ポートセンタービル飾
しか

磨
ま

警
けい

察
さつ

署
しょ

水
すい

上
じょう

分
ぶん

所
しょ

駐
ちゅう

車
しゃ

場
じょう

駐
ちゅう

車
しゃ

場
じょう

駐
ちゅう

車
しゃ

場
じょう姫

ひめ

路
じ

港
こう

湾
わん

合
ごう

同
どう

庁
ちょう

舎
しゃ

2階
かい

公
こう

園
えん

公
こう

園
えん

バス停
てい

「姫
ひめ

路
じ

港
こう

」

大
おお

阪
さか

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

神
こう

戸
べ

支
し

局
きょく

姫
ひめ

路
じ

港
こう

出
しゅっ

張
ちょう

所
じょ

＜日
に

本
ほん

に　いることが　できる　手
て

続
つづ

きを　するところ＞
電
でん

話
わ

 079-235-4688

住
じゅう

所
しょ

：〒 672-8063
姫
ひめ

路
じ

市
し

飾
しか

磨
ま

区
く

須
す

加
か

294-1　姫
ひめ

路
じ

港
こう

湾
わん

合
ごう

同
どう

庁
ちょう

舎
しゃ

内
ない

交
こう

通
つう

：神
しん

姫
き

バス 94番
ばん

に　のって　ください。
みなと町

まち

か　最
さい

後
ご

の　バス停
てい

で　おりて　ください。

姫
ひめ

路
じ

港
こう

出
しゅっ

張
ちょう

所
じょ

＜日
に

本
ほん

に　いることが　できる　手
て

続
つづ

きを　するところ＞
わからない　ときは　ここへ　電

でん

話
わ

　してください。

大
おお

阪
さか

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

神
こう

戸
べ

支
し

局
きょく

　電
でん

話
わ

 078-391-6377

21 22


